
 

麦大豆種子作付拡大体制整備事業費補助金交付要綱 

 

令和５年５月２４日決裁 

 

（目的） 

第１条 県は、麦大豆種子作付拡大体制整備事業実施要領（令和５年５月２４日決裁）

に基づき、別表１に定める者（以下「事業実施主体」という。）が実施する麦大豆種

子作付拡大体制整備事業（以下「補助事業」という。）に要する経費について、事業

実施主体に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和 40 年埼

玉県規則第 15 条。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めると

ころによる。 

 

（補助対象経費等） 

第２条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表２に定めるところによる。 

 なお、支払い方法については、事業の目的及び補助事業者の性質上、必要に応じて

概算払ができるものとする。 

 

（申請書の様式等） 

第３条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２ 規則第４条第１項の申請書の提出期限は、会計年度毎に定めるものとする。 

３ 規則第４条第１項の申請書の提出に当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税

等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費

税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部

分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を

乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、

かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。 

  ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らか

でない場合は、この限りでない。 

 

（添付書類） 

第４条 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の添付は要し

ない。 

 

（軽微な変更） 

第５条 規則第６条第１項第１号に規定する知事が定める軽微な変更は、別表３の重要

な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。 

 

（交付決定通知書の様式） 

第６条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

 



 

（概算払の請求） 

第７条 事業実施主体は、第６条による交付決定通知をもとに補助金の概算払を請求す

るときは、様式第３号により概算払請求書を作成し、知事に提出しなければならない。 

 

（重要な変更の承認手続） 

第８条 事業実施主体は、別表３の重要な変更の欄に掲げる変更について知事の承認を

受けようとする場合は、様式第４号により変更（中止・廃止）承認申請書を知事に提

出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第９条 事業実施主体の長は、知事の要求があったときは、補助事業等の遂行の状況に

ついて、当該要求に係る事項を書面で知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告書の様式等） 

第 10 条 規則第 13 条の報告書の様式は、様式第５号のとおりとする。 

２ 規則第 13 条の報告書の提出期限は、補助事業が完了（補助事業の中止及び廃止の 

場合を含む。）した日から 30 日以内または、当該年度の３月 20 日までのいずれか早

い方を原則とする。 

３ 第１項の実績報告書を提出するにあたって、第３条第３項のただし書きに該当した

各事業実施主体において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかに

なった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

４ 第１項の実績報告書を提出した後に、第３条第３項のただし書に該当した事業実施

主体において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消

費税等相当額が確定した場合には、その金額を様式第６号により速やかに知事に報告

するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

  

（補助金額の確定通知） 

第 11 条 規則第 14 条の補助金の額の確定通知は、様式第７号のとおりとする。 

２ 規則第14条の補助金の額の確定をするにあたっては、前条の規定による報告書の提

出を受けた機関による当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等の

結果に基づき行うものとする。 

 

（財産処分制限期間等） 

第 12 条 規則第 19 条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号。（以下、「大蔵省令」という。））

に定められている耐用年数に相当する期間とする。 

２ 前項の場合において、大蔵省令に定めのない施設については、期間を定めない。 

３ 規則第 19 条第２号に規定する知事が定めるものは、１件の取得価格が 50 万円以上

の財産とする。 

４ 事業により取得し、または効用の増加した財産で規則に定める処分制限期間を経過

しない場合において財産を処分する場合は、知事の承認を受けるとともに、原則とし



 

て残存簿価のうち補助金相当額について、返還しなければならない。 

 

（書類の整備等） 

第 13 条 事業実施主体は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、

かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の

翌年度から起算して５年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、ま

たは効用の増加した財産で規則に定める処分制限期間を経過しない場合においては、

様式第８号の財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。 

 

（書類の経由） 

第 14 条 事業実施主体の長が規則及びこの要綱に基づき知事に提出する書類は、所轄の

農林振興センターの長を経由しなければならない。 

 

（暴力団排除に関する誓約）  

第 15 条 補助事業者は、様式第９号記載の暴力団排除に関する誓約事項については、補

助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意 

 したものとする。 

 

 附 則 

 １ この要綱は、令和５年５月２４日から施行する。 



 

 
別表１（第１条第１項関係） 

事業実施主体 

１ 県内の指定採種ほで種子を生産し、乾燥調製を自らの施設で行う農業法人 

２ 県内の指定採種ほで種子を生産する者が組織する種子生産組合又は３戸以上で

組織する団体 

３ 県内で指定採種ほを管轄する農業協同組合 

 
別表２（第２条関係） 

経  費 補助率 
補助対象経費は、次に掲げるものとする。ただし、農業協同組合

の事業実施に係る補助対象経費は、１に掲げるものに限る。 

１ 種子生産に使用するコンバイン及び色彩選別機等、種子専用

機械・施設類の整備に係る費用（設置費を含む） 

２ 種子生産に使用するほ場の排水整備に係る費用（材料費、施

工費、調査・設計費等） 

 

補助対象経費の

２分の１以内 
 

 
別表３（第５条、第８条関係） 

重要な変更 

１ 事業実施主体の名称の変更 

２ 成果目標の変更 

３ 事業費の30％を超える増減又は、補助金の増 

４ 事業の中止又は廃止 

 

 


